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2023 年 1 月 30 日 

エコマーク使用契約者 

ご担当者 様 

認定通知書や請求書等の送付方法及び「エコマーク商品認定証」 

の発行方法の変更について 

公益財団法人日本環境協会 

エコマーク事務局 

 

平素より、エコマーク事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

これまでエコマーク事務局では、各種手続きについてご担当者の負荷軽減や手続きの簡

略化・スピードアップを目的に、申請手続の電子化や押印の一部省略を段階的に実施して

きました。 

この度、郵送に伴う環境負荷低減と、さらなる効率化を推進する観点から、従来は郵送

にてお送りしていた通知文書(認定結果通知書、売上高報告書、請求書等)及びエコマーク

商品認定証を、電子送付(PDF 形式)にてお送りする形に変更させていただくことといたし

ました。 

 今後も、より一層のサービス向上に向けてスタッフ一同努力をして参りますので、皆様

のご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

記 

１．認定通知書や請求書等の送付方法の変更 

①対象となる通知文書と変更内容は、別紙の通りです。 

②通知文書等は、弊事務局のシステムから商品担当者または支払担当者宛てに、原則と

して電子メール形式にて自動配信する方法に変更します。 

③送信アドレスは「sinsei@ecomark.jp」または「keiyaku@ecomark.jp」となりますの

で、このアドレスからのメールを受け取れるように設定をお願いします。 

④通知文書等の添付ファイルは、PDF ファイル形式（パスワードによる暗号化はいたし

ません）にてお送りします。 

なお、ご担当者のメールアドレスの登録がない場合には、従来通り郵送にてお送りし

ます。メールアドレスの登録がない方は、この機会にメールアドレスを事務局にお知

らせくださいますようお願いします。 

メールアドレスの登録：https://www.ecomark.jp/xls/ysC.xlsx 

 

 

２．「エコマーク商品認定証」の発行 

認定時に書面(紙)で発行していた「エコマーク商品認定証」は、今後は電子発行(PDF

形式)とさせていただきます。（これまで発行した認定証は引き続き有効です。） 

また、電子発行開始に伴い、これまで送付していなかった有効期限延長時にも最新の
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エコマーク商品認定証(PDF 形式)を送付いたします。 

なお、その時点の最新の内容を反映したエコマーク商品認定証(PDF形式)の再発行や、

書面(紙)によるエコマーク商品認定証の追加発行をご希望の場合には、下表のとおり有

償とさせていただきます。 

  (消費税込み：10%対象) 

エコマーク商品認定証 現行 
変更後 

2023 年 2 月 1 日以降 

日本語版 
電子発行 

(PDF 形式) 

初回認定時 

および 

有効期限延長時 

－ 無償 

再発行 － 5,500 円/1 通 

書面発行 
初回認定時 無償 発行無し 

再発行 5,500 円/1 通 5,500 円/1 通 

英語版 電子発行 

(PDF 形式) 
依頼により発行 

 － 5,500 円/1 通 

書面発行 依頼により発行 
 5,500 円/1 通 5,500 円/1 通 

以上 

 

本件について、ご不明点等ございましたら、エコマーク事務局までご連絡いただきますよ

うお願いいたします。 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局 

E-mail：info@ecomark.jp ／ Tel：03-5829-6284 
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別紙 対象となる通知文書一覧 

該当事由 文書名 文書概要および変更点 送信元メールアドレス 切り替え時期 

新規申込 エコマーク商品認

定申込に関する審

査予定日のご連絡 

⚫ エコマーク商品の新規認定審査申込を行い、証明書類等が充足し、審査予定日等をお

知らせする文書です。 

⚫ 従来、事務局の担当者から電子メールをお送りしておりましたが、右記アドレスからの自

動送信に切り替えます。 

sinsei@ecomark.jp 2023年 2月 8日～ 

新規申込の

結果通知 

エコマーク商品認

定審査結果通知

書、他(一式) 

新規認定審査の結果通知文書です。 

下記①～⑥は電子メールにて結果通知日当日にお送りします。 

keiyaku@ecomark.jp 2023年 2月 24日～ 

(2月審査分から) 

①「認定通知書」エコマーク商品認定審査申込に対する結果通知書       ②「商品目録」* 

③ 「請求書」エコマーク使用料に関するご請求【自社で初めての認定時のみ】 ④「エコマーク商品認定証」** 

⑤「エコマーク認定商品一覧」                                      ⑥ 「エコマークのご使用にあたってのクイックガイド」(URLを通知) 

* 自社で初めての認定時には、②に代えて、「エコマーク使用基本契約書」（2 通）を郵送にてお送りします。(②商品目録は、契約書の別紙と

なりますので、エコマーク使用基本契約書と共に郵送します。) 

** 「エコマーク商品認定証」は、従来は書面（紙）で発行していましたが、今後は、電子発行(PDF形式)を原則とします。 

追加変更 エコマーク商品追

加・変更申込につ

いて（承認） 

⚫ 認定後の仕様変更や品番追加等の手続きに対して発行される文書です。 

⚫ 従来、事務局の担当者から電子メールをお送りしておりましたが、右記アドレスからの自

動送信に切り替えます。 

sinsei@ecomark.jp 2023年 2月 8日～ 

使用料の支

払手続き 

(2年目以降) 

エコマーク商品売

上高報告書 

⚫ 認定後 2 年目以降に毎年のエコマーク使用料の算定の基となるエコマーク商品の売上

高を報告いただく書式です。この売上高報告書の送付時には、次年の認定期間をお知

らせする「エコマーク商品認定一覧」も併せて支払担当者宛てに郵送していましたが、

今後は右記アドレスから電子メール(PDF添付)による自動配信に切り替えます。 

keiyaku@ecomark.jp 2023 年 3 月送付分

～ 

 (2023/2/28送付) 

エコマーク使用料

請求書 

⚫ 上記、エコマーク商品売上高報告書に基づいて、算定したエコマーク使用料の請求書

です。 

⚫ 従来、支払担当者宛てに郵送していましたが、右記アドレスから電子メール(PDF 添付)

による自動配信に切り替えます。 

⚫ 適格請求書（インボイス）制度への対応は、2023年 10月までに完了します。 

keiyaku@ecomark.jp 2023年 2月 8日～ 

その他 有効期限延長通

知書 

⚫ 商品類型ごとに定められた有効期限を延長する際にお知らせする文書です。従来は電

子メール本文にてお知らせしていましたが、右記アドレスから電子メール(PDF 添付)に

よる自動配信に切り替えます。 

⚫ ご要望の多かった有効期限延長後の「エコマーク商品認定証」（PDF 形式）も同時に発

行します。【新規】 

keiyaku@ecomark.jp 2023年 3月頃 

 

mailto:sinsei@ecomark.jp
mailto:keiyaku@ecomark.jp
mailto:sinsei@ecomark.jp
mailto:keiyaku@ecomark.jp
mailto:keiyaku@ecomark.jp
mailto:keiyaku@ecomark.jp

